
青木島遊園地問題を

考える

（2022.1225）

基本事実

住民と行政の関

係・あり方

今年10／30に回覧通

知により初めて住民

が知る

近隣住民（一人）が子

供の声やエンジン音な

どの騒音について苦情

児童センター（愛

護会）が利用管理

停止

公園の利用少ない

→廃止の方針

市と区長の間で2回

ほど会議

区長会廃止に同意

区長会が市に公園

廃止を要望

児童センター（利

用児童約150人）が

主なユーザー

こども政策課→

「こどもには使わ

せない」方針

公園廃止の決め手

となった

この公園は管理する

根拠（→法令、条

例）がない（都市公

園法等対象外）

本来なすべき主体

→市↔区長会↔住

民がどこなのか見

えない

市会議員→市民を

スポイル、吸い取

る力がない

情報開示がない

こどもの声をうるさ

いと思ったことなど

ない

人間対人間の関係

が希薄

市長が簡単に結論

を出しすぎ

少子化なのになん

でこどものための

公園が廃止される

のか

自分もこどもの頃

黄色い帽子をか

ぶって走り回って

いたのではないか

カエルも時期には

相当なものだがう

るさいと思ったこ

とはない

東京の方では住民

の反対で保育所が

つくれないなどと

いうことも起こっ

ている

市民ではなく区民

の問題

区でどんな話しが

行われたのか

市民社会の機能不

全

だれもが当事者に

なり得ていない

責任回避

苦情に対しどうい

うコミュニケー

ションをしたのか

高齢者は地域の中

でどのようにいる

か

公園はあった方がい

い→みんな思ってい

る

当事者が話合いに

見えない

公園は借地→地主

の意向は
区長は市の意向を

忖度しているのみ

住民の方を向いて

いない

順送りで区長をや

らされている

市行政の下請け 廃止、整地、返還

した後どうするの

か

客観データがなく、一方

的な聴き取りのみで結論

に行ってしまっている

社会全体の問題と

なるのを遮断する

地元の意見をすくい

上げることなく、こ

うなったと結論を押

し付ける

嫌だと思ったらそ

こでストップする

メリット、デメ

リットの検討がな

く廃止ありきで動

いている

あらかじめゴールが決

まっていてそれに向かっ

て動いているようにも見

える

公園設置に理解の

ある人でなければ

いままで土地を貸

さなかったのでは

ないか
情報がマスコミ経

由に偏っている

区長が区民の意見

を代表している？

区長会をもって近隣

市民の意見を聴いた

としている



公園とは

少数意見と多様性

子育ての環境が昔

とは変化

道路や空き地で遊

んでいた

よその家の塀にボー

ルをぶつけてとって

遊ぶなど

近所のおじさんお

ばさんに怒られた

地域がこどものめ

んどうを見ていた

近年では児童セン

ターがこどものめん

どうを見ている

都市化が進みこど

もの遊ぶ場所が狭

まってきた

子どもたちの遊び

がなくなる

市民が行政に目を

向けるきっかけ

公園設置→地元住

民の要望で

廃止→1軒のクレー

ムで

借地（年60万円）→市

は税金を使いたくない

ということなのか

市の公園廃止の動

機がわからない

市職員がクレームに

対応し続けるのがい

やになった 公務員は基本的に"

まじめ"
最悪を回避したい

→事なかれ主義

何のための公園か

→子どものため

少子化の中子育て

支援は特に大事

子どもたちのことを

どう考えているのか

子どもたちをどう

育てようとしてい

るのか

いちばんの被害者

は子供になる

子どもの声、親の

声が聞こえない

外遊び（＝学び）

の場がなくなる

苦情があったらそれ

と両立できるような

努力
それが見えない

苦情者が名誉教授と

いうところでの権威

主義はないか

パブリックな対話

の欠如

対話することに慣

れていない

理由の検討がなさ

れていない

廃止の理由がわか

らない

日本中から長野市が

この問題をどう解決

するか見つめられて

いる

長野市だけでなく

日本中どこにもあ

る問題

地域の行事などのパブ

リックスペース、憩い

の場、災害時の避難所


